
富士見市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例（平成２７年条例第１３号）新旧対照表 

新 旧 

  

別表第１（第３条関係） 

 １ 特定教育・保育（教育に限る。）、特別利用教育、特別利用保育又

 は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担の額 

別表第１（第３条関係） 

 １ 特定教育・保育（教育に限る。）、特別利用教育、特別利用保育又

 は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担の額 

各月初日において教育又は保育を受ける子どもの属する 

世帯の階層区分 

利用者負担の 

月額（円） 

A 生活保護世帯等 ０ 

B Ａ階層を除き、当該年度分（４月から８月までにあっ

ては前年度分。以下同じ。）の市町村民税非課税世帯 

３，０００ 

C Ａ階層を除き、当該年度分の市町村民

税課税世帯であって、その所得割の額

が次の区分に該当するもの 

７７，１００円

以下 

１４，１００ 

D ７７，１０１円

以上 

２１１，２００

円以下 

２０，５００ 

E ２１１，２０１

円以上 

２５，７００ 

 

各月初日において教育又は保育を受ける子どもの属する 

世帯の階層区分 

利用者負担の 

月額（円） 

A 生活保護世帯等 ０ 

B Ａ階層を除き、当該年度分（４月から８月までにあっ

ては前年度分。以下同じ。）の市町村民税非課税世帯 

３，０００ 

C Ａ階層を除き、当該年度分の市町村民

税課税世帯であって、その所得割の額

が次の区分に該当するもの 

７７，１００円

以下 

１６，１００ 

D ７７，１０１円

以上 

２１１，２００

円以下 

２０，５００ 

E ２１１，２０１

円以上 

２５，７００ 

 

  

  

 


